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○費用の記載がないものは､ すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342－8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､ 市役所共通981･5392です。

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

︵
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
︶緊
急
地
震
速
報
訓
練

　
国
か
ら
緊
急
情
報

を
伝
達
す
る﹁
全
国

瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）｣

を
活
用
し
た
緊
急

地
震
速
報
訓
練
で
す
。
市
の
防
災

行
政
無
線
か
ら
放
送
が
流
れ
ま
す
。

放
送
日
時
：
６
月
15
日
木
午
前
10

時
ご
ろ

問
合
せ
：
危
機
管
理
課
☎
982
・
９

４
７
１
FAX
共
通

マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
ま
い
ト
ラ
ブ
ル

管
理
無
料
相
談︵
要
予
約
︶

日
時
：
６
月
15
日
木

午
後
６
時
～
９
時

場
所
：
お
あ
し
す
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
１
・
２

主
催
：（
一
社
）埼
玉
県
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
士
会

問
合
せ
：
都
市
計
画
課
☎
982
・
９

８
８
５
FAX
共
通

下
水
道
へ
の
接
続
に
つ
い
て

　
下
水
道
は
普
段
私
た
ち
の
目
に

触
れ
な
い
の
で
、
そ
の
存
在
を
感
じ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
生
活
排

水
を
元
の
き
れ
い
な
水
に
し
て
川
へ

流
し
、
自
然
環
境
を
守
っ
て
い
ま
す
。

下
水
道
に
接
続
す
れ
ば
浄
化
槽
汚
泥

の
た
ま
り
具
合
や
汲
み
取
り
を
気
に

す
る
必
要
も
な
く
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
下
水
道
未
接
続
の
方
に
対

し
て
、
手
紙
に
よ
り
接
続
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
未
接
続
の
方
は
下
水

道
の
役
割
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
１

日
も
早
い
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
：
河
川
下
水
道
課
☎
982
・

９
９
８
２
FAX
共
通

ハ
ン
セ
ン
病
を

正
し
く
理
解
す
る
週
間

　
６
月
25
日
～
７
月
１
日
は｢

ハ

ン
セ
ン
病
を
正
し
く
理
解
す
る
週

間｣

で
す
。
ハ
ン
セ
ン
病
は
感
染
力

の
弱
い
感
染
症
で
あ
り
、
遺
伝
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
早
期

発
見
と
適
切
な
治
療
に
よ
り
確
実

に
治
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

か
つ
て
わ
が
国
で
は
患
者
を
強
制

的
に
隔
離
す
る｢

隔
離
政
策｣

が
と

ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
患

者
は
も
と
よ
り
そ
の
家
族
も
強
い

偏
見
や
差
別
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
正
し
い

知
識
と
理
解
を
持
ち
、
差
別
や
偏

見
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
ご
家
族
の

方
へ
~
対
象
と
な
る
方
々
に
補
償

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
~

　
こ
の
補
償
金
は
、
法
に
基
づ
き
、

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
の
被
っ

た
精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る
た
め

の
も
の
で
す
。
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
の
で
、
ま
ず
は
電
話
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

厚
生
労
働
省
補
償
金
担
当
窓
口
☎

03
・
３
５
９
５・２
２
６
２

受
付
時
間
：
午
前
10
時
～
午
後
４

時
※
月
～
金（
土
日
日
、
年
末
年

始
を
除
く
）

請
求
期
限
：
令
和
６
年
11
月
21
日
木

健
康
長
寿
歯
科
健
診
は
今
年
度
76
歳

も
し
く
は
81
歳
に
な
る
方
が
対
象

期
間
：
７
月
１
日
土

～
令
和
６
年
１
月
31

日
水

対
象
：
昭
和
17
年
４

月
２
日
か
ら
昭
和
18
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方
も
し
く
は
昭

和
22
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
23
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
証
を
お

持
ち
の
方

※
詳
細
は
６
月
下
旬
に
届
く
受
診

案
内
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
：
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
給
付
課
☎
048
・
833
・
３
１

３
０
FAX
048
・
833
・
３
４
７
２

旅
券︵
パ
ス
ポ
ー
ト
︶の

申
請
は
お
早
め
に

　
海
外
旅
行
な
ど
に
必
要
な
旅
券

は
、
市
民
課
の
窓
口
で
申
請
か
ら

受
け
取
り
ま
で
１
週
間
程
度
か
か
り

ま
す
。
申
請
書
は
、
外
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
入
力
後
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
た
申
請
書
を
印
刷
の
上
、
日
程
に

余
裕
を
持
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
方
は
、
旅
券
の
切
り
替
え

申
請（
更
新
）が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
：
月
～
金
午
前
９
時
～

午
後
４
時
30
分（
厳
守
）

※
受
け
取
り
の
み
日
午
前
９
時
～

正
午
も
可
。

申
請
の
種
類
：
一
般
旅
券
発
給
申

請（
新
規
ま
た
は
切
り
替
え
）、
残

存
有
効
期
間
同
一
旅
券
申
請

費
用
：
収
入
印
紙
代
な
ど
手
数
料
あ
り

問
合
せ
：
市
民
課
☎
982
・
９
６
９
２

FAX
共
通

条
件
付
特
定
外
来
生
物
の
指
定

　
令
和
５
年
６
月
１
日
よ
り
ア
カ

ミ
ミ
ガ
メ
と
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ

が
外
来
生
物
法
に
基
づ
き
条
件
付

特
定
外
来
生
物
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。

　
規
制
内
容
に
つ
い
て
は
左
記
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
環
境

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
：
環
境
課
☎
982
・
９
６
９

８
FAX
共
通

日
頃
か
ら
道
路
の
冠
水
対
策
を

　
市
で
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の

側
溝
蓋
の
他
に
雨
水
が
流
れ
や
す

い
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
を
設
置
し
て

い
ま
す
。
グ
レ
ー
チ
ン
グ
蓋
は
、

上
に
物
を
置
い
た
り
ご
み
を
捨
て

た
り
す
る
と
、
そ
の
機
能
を
十
分

に
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。
道
路
冠
水

を
防
ぐ
た
め

に
も
、
日
頃

か
ら
の
点
検

に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ
：
道
路
公
園
課
☎
982
・
９

８
２
７
FAX
共
通

祝
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子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金

　
食
費
等
の
物
価
高
騰
な
ど
の
影

響
を
受
け
て
特
に
損
害
を
受
け
た

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
の
生
活
を

支
援
す
る
た
め
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

ひ
と
り
親
世
帯

【
申
請
不
要
】

令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
受
給
者

【
要
申
請
】

①�

公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

こ
と
に
よ
り
、
令
和
５
年
３
月

分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
な
い
方

②�

令
和
５
年
１
月
以
降
食
費
等
の

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
家

計
が
急
変
し
て
い
る
な
ど
、
収

入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
と
同
じ
水
準
と
な
っ

て
い
る
方

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
　
　
　
　
　 

【
申
請
不
要
】

❶�

令
和
４
年
度
中
に
実
施
し
た
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金(

前
回
の
給
付
金)

の
支
給
対

象
者
で
あ
っ
た
方

【
要
申
請
】

❷�

❶
の
他
、
18
歳
年
度
末
ま
で(

障

　�

が
い
児
は
20
歳
未
満)

の
子
の

養
育
者
で
次
の
㋐
㋑
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
※
令
和
５
年

３
月
以
降
令
和
６
年
２
月
ま
で

に
生
ま
れ
る
新
生
児
も
対
象
で

す
。
㋐
令
和
４
年
度
分
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
の
方
㋑
令

和
５
年
１
月
以
降
の
収
入
が
急

変
し
、
住
民
税
均
等
割
が
非
課

税
の
方
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
方

共
通
事
項

支
給
内
容
：
児
童
１
人
あ
た
り
一

律
５
万
円

申
請
期
限
：
令
和
６
年
２
月
29
日
木

問
合
せ
：
子
育
て
支
援
課
☎
982
・

９
５
２
９
FAX
共
通

｢

市
民
意
識
調
査｣

に
ご
協
力
を

　
市
の
取
り
組
み
に
対
す
る
満
足

度
や
ま
ち
づ
く
り
へ
の
意
向
を
調
べ
、

市
政
運
営
や
政
策
立
案
に
役
立
て
る

た
め
、
市
民
意
識
調
査
を
毎
年
実
施

し
て
い
ま
す
。
調
査
票
が
届
い
た

際
に
は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
時
期
：
６
月
中
旬
～
下
旬（
予

定
）

対
象
：
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の

男
女
１
５
０
０
人（
無
作
為
抽
出
）

回
答
方
法
：
返
信
用
封
筒
で
返
送

ま
た
は
ウ
ェ
ブ
回
答
フ
ォ
ー
ム
か

ら
回
答

問
合
せ
：
政
策
室
☎
982
・
９
４
４

５
FAX
共
通

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
説
明
会

登
録
要
否
相
談
会

　
越
谷
税
務
署
で
、
事
業
者
を
対

象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て
説
明
会
と
登
録
要
否
の

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
詳
細
や
他
の
日
程
は
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

※
事
前
登
録
制（
各
回
１
時
間
）

日
時
：
６
月
６
日
火
・
28
日
水
午

前
10
時
～
、
午
後
２
時
～

定
員
：
30
人

個
別
相
談
会

※
事
前
登
録
制（
各
回
45
分
）

日
時
：
６
月
６
日
火
・
28
日
水
午

前
11
時
～
、
午
後
３
時
～

登
録
要
否
相
談
会

※
要
事
前
申
込（
各
回
１
時
間
）

日
時
：
６
月
８
日
木
午
前
９
時
30

分
～
、
午
前
10
時
30
分
～
、
午
後

１
時
30
分
～
、
午
後
２
時
30
分
～
、

午
後
３
時
30
分
～

共
通
事
項

場
所
：
越
谷
税
務
署
別
館
会
議
室

（
越
谷
市
赤あ
か
山や
ま
町ち
ょ
う

５
－
７
－
47
）

問
合
せ
：［
法
人
］越
谷
税
務
署
法
人

課
税
第
一
部
門
☎
965
・
８
１
７
４

［
個
人
］越
谷
税
務
署
個
人
課
税
第

一
部
門
☎
965
・
８
７
６
４

戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登
録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を
公証する唯一の制度です｡
日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出

を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定と
なっています｡しかしながら、何らかの理由により出生の届
け出が行われない場合、戸籍に記載されない無戸籍者とな
ってしまいます｡このことにより、住民票も作成されず、教
育や行政サービスが十分に受けられない、住む場所や就労
の機会を失うなど、社会生活上の様々な不利益が生じ、深刻
な問題となっています｡
無戸籍者となる原因の多くが、国において法改正の議論

が進められている｢離婚後300日問題｣にあります｡現在の
民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子
と推定されます｡子が別の男性との間の子どもであっても
前夫の子として戸籍に記載されます｡そのことで、前夫の子
どもと推定されることを避けるためや、DV（ドメスティッ
クバイオレンス）等により前夫に子どもの存在を知られた
くないなどの理由により、出生届の提出をためらう人がい
ることがわかっています｡
あなたの周りに、戸籍や住民票が無く、学校へ進学できな

い、健康保険への加入ができないなどの社会生活が困難な
ことに悩んでいる人はいませんか｡
全国の法務局･地方法務局及びその支局または市区町村

の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けてい
ます｡

問合せ：生涯学習課☎984･3563FAX共通

【人権それは愛】無戸籍の問題について
― 無戸籍者について知っていますか ―


